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 K-104 グルカゴン（高齢者（消化管内視鏡手術時））の算定について 

 

《令和 7 年 12 月 4 日新規》 

 

○ 取扱い 

 高齢者に対する消化管内視鏡手術時のグルカゴン（遺伝子組換え）（グ

ルカゴン Gノボ注射用）又はグルカゴン（グルカゴン注射用）の算定は、

原則として認められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 グルカゴン（遺伝子組換え）（グルカゴン Gノボ注射用）及びグルカゴ

ン（グルカゴン注射用）の添付文書の「特定の背景を有する患者に関する

注意」には「高齢者」と示されており、高齢者に対する当該医薬品の副作

用（低血圧、高血糖、心虚血の増悪など）に注意する必要があるが、主治

医の十分な注意、観察のもとでの使用であれば妥当と考えられる。 

 以上のことから、高齢者に対する消化管内視鏡手術時の当該医薬品の算

定は、原則として認められると判断した。 

 

 


